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       研究大会テーマ：「地球温暖化と水問題 」 
 
今年のノーベル平和賞は、アル・ゴア前アメリカ副大統領と国連IPCC（気候 

変動に関する政府間パネル）による地球温暖化防止活動に贈られることになり 
ました。環境分野では、オゾン層破壊の予測、砂漠化防止の植林に続く三度目 
のノーベル賞受賞です。いずれも人間活動によって引き起こされた地球環境問 
題に警鐘し続けてきた真摯な取り組みに対して評価されたものであり、水の惑 
星に住む人びとが共有して持続的に解決しなければならない人類的な問題です。 

IPCC第４次報告書が、地球温暖化の原因は人間活動にあるとほぼ断定したこ 
とによって、温暖化は仮説から現実へと一変し、人為的な気候変動がもたらす 
甚大な環境影響の恐れとその被害について、これまで以上に懸念されています。 
例えば、予測されている環境影響としては、生態系の破壊、干ばつや洪水、渇 
水、水不足などが予測されています。また、被害例としては、2005年8月、アメリカのフロリダ州マイアミを
経て、ルイジアナ州ニューオーリンズ一帯を襲った大型ハリケーン・カトリーナによる大洪水がよく知られて
います。 
地球温暖化は、水の目から見ると、地球や地域の水循環やアクセスを変えることになり、これまで築かれて

きた農業から生活にわたる水の文化・文明を崩壊させるかもしれません。また、水の取水や利用をめぐる水コ
ンフリクトに起因する紛争や戦争の頻発が予想されます。さらに、想定外の不都合な水問題が起こりうること
も考えられます。 
いま、不安にみちている水環境の将来を思い描くなかで、水の公平性、保全性および民主性という水の三原

則にたって、次世代に向けた水資源・環境マネジメントや水資源・環境政策などについて、グローバルな水循
環からローカルな水ストレスまで見据えて幅広く議論する意義は大きいと考えられます。 

2008年度 水資源・環境学会 

研究大会のご案内 

2008年度第24回研究大会を、下記の要領にて開催することになりました。ここ
にご案内を申し上げます。 

 

【大会日時】 2008年6月7日（土）  
        10：30～17：00 研究大会 
        17：30～19：00 懇親会 
 
【大会会場】 立命館朱雀キャンパス（JR二条駅前） 
        〒604‐8520  
        京都市中京区西ノ京朱雀町1 
  

 ○ ＪＲ・地下鉄東西線二条駅、下車すぐ 
 ○ 京都市バス「千本三条・朱雀立命館前」下車 
 ○ ＪＲバス「千本三条・朱雀立命館前」下車 
 ○ 阪急電車大宮駅、徒歩約10分 
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 10：00 受 付 
 
 10：25 開会挨拶 
 
（座長：足立 考之） 
自由論題 
 
 10：30～11：00  中国の自動車リサイクル分野における現状と課題 
         －再利用・処理技術に対する処理業者へのヒアリング調査－ 
                               ○王 舟・小幡 範雄（立命館大学） 
  
 11：00～11：30  琵琶湖お魚ネットワークがもたらした「もの」（仮） 
                               ○新玉 拓也（名古屋大学大学院） 
 
 11：30～12：00  青森県尻屋崎砂防林と札幌農学校            ○若菜 博（室蘭工業大学） 
  
 12：00～13：00  昼休み 
 
基調講演 
 
 13：00～13：50  低炭素社会シナリオ2050              ○佐和 隆光（立命館大学） 
 
テーマ論題 
 
 13：50～14：25  京都議定書とポスト2012             ○新澤 秀則（兵庫県立大学） 
 
 14：25～15：00  地球温暖化と世界と日本の水問題 
                   ○渡邉 紹裕（総合地球環境学研究所・研究推進戦略センター） 
  
 15：00～15：10  休憩 
 
 15：10～16：30  総合討論（座長：仲上 健一） 
 
 16：30～16：50  総会（理事会） 
 
 16：50         閉会挨拶 
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 研究大会プログラム   

２００８年度 研究大会 発表要旨 

中国の自動車リサイクル分野における現状と課題―
再利用・処理技術に対する処理業者へのヒアリング
調査－ 

王 舟・小幡 範雄（立命館大学） 
 
中国ではGDP成長によって2001年度から特に民

生・個人の自動車の需要が増大している。中国政府
は、2003年に「自動車産業発展政策」において、自
動車動脈産業に関する改革活動を推進するととも
に、自動車産業の資源効率化を目的とする中古者流

通、解体処理業、リサイクルなどの静脈産業への整
備に関する政策法規も打ち出している。 

しかし、現地調査によって、経済的利益を追求す
る処理業者は、リサイクル技術の遅れ問題とリサイ
クル部品の品質認証システムがない問題で、低水準
のリサイクル部品再利用と違法の5大品目を利用し
て車両の再組立で経営を維持している現状が明らか
になった。また、現場の作業員の環境保護意識の低
さから不適正な処理を行い、廃車処理による環境汚
染を多発することもよく見られる。本稿では、自動
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るは当面の緊急問題…。魚附の植栽を奨励するは，
単に漁業上の利益を増進するのみならず，将来防風
林・気候調節林且又水源涵養林として効用をも兼
ね，従来顧みられざる農耕の業も之が為進展し，地
方の利益を受くること甚だ大なるを信ず。」との森
林の複合的機能に着目した記述がある。また，当時
下北でも多数報告されていた「磯焼け」現象に対す
る遠藤吉三郎札幌農学校水産専門部教授の「水源地
森林の荒廃」原因説（1903年）に対応する記述もあ
る。太平洋戦争末期には松根油の採取が命じられ，
造林した海岸林も被害を受けた。1947年青森県は北
海道大学・東北大学・函館水産専門学校に対して県
内の「水産資源調査」を依頼した。その調査団の一
員が犬飼哲夫北大教授（函館水産専門学校長兼務）
であった。犬飼は，同年12月から実施された調査
（1952年まで継続）により，尻屋崎でのアワビ等の
不漁は戦時中の松の伐採によることを指摘し，戦後
の海岸林復活事業の一つの動因となった。 
 
 
京都議定書とポスト2012 

新澤 秀則（兵庫県立大学） 
 

 京都議定書は2012年までの排出量目標しか決めて
いない。本報告では，現在までの京都議定書の成果
を評価し，2013年以降に関するさまざまな議論のレ
ビューを行う。 
 
 
地球温暖化と世界と日本の水問題 

渡邉 紹裕 
（総合地球環境学研究所・研究推進戦略センター） 
 

最近，世界各地から，降水や河川・湖沼などの
「異変」が頻繁に報道されるようになっている．こ
れらは，地球温暖化の現れとして受け止められるこ
とが多い．IPCCの第４次評価報告書が2007年の春か
ら順次発表され，温暖化自体がもはや避けがたい現
実であるとの認識が広がって，それに伴う気候変動
が，水や食料を含む身近な環境問題とリンクして意
識されるようになり，改めて水循環や水資源への関
心が高まっているようである． 

ここでは，世界と日本の水資源の需給などの概況
と管理の課題を見直した上で，地球温暖化に伴う気
候変動の影響の見通しを整理する．2008年7月の洞
爺湖G8サミットでは，地球環境・地球温暖化対策が
主要な議題の一つとなる見込みであり，地球規模の
水循環・水資源が密接に関係した問題として，合わ
せて取り上げられることになろう．温暖化の問題を
契機に，水資源を巡る課題を改めて検討する材料を
提供してみたい． 

車処理業者へのヒアリング調査によって、リサイク
ルの実態と問題点を明確にし、中国における自動車
リサイクル分野における解体・再生利用技術の課題
を明らかにすることを目的とするものである。  
 
 
琵琶湖お魚ネットワークがもたらした「もの」(仮) 

新玉 拓也（名古屋大学大学院） 
 

琵琶湖お魚ネットワークは，市民や地域の団体が
一体となって，琵琶湖流域のお魚調査に取り組むた
めの枠組みで，2005年2月に「WWF・ブリヂストンび
わ湖生命の水プロジェクト」や「琵琶湖博物館うお
の会」などが中心になって立ち上げたものである． 
 活動内容は，分布の調査をはじめ，自然観察会や
勉強会，他団体のイベント協力，交流会の開催など
多岐にわたっている．いずれの場合でも，魚の採集
を行う場合は専用の調査マニュアルを使用し，デー
タを事務局へ集めることになっている．2005年度に
は，この調査マニュアルを利用し流域各地の133カ
所（平成18年4月調べ）でイベントが行われた．そ
して200団体・機関，2万人の方々が調査マニュアル
通じて活動に参加した． 
この一連の取り組みによって，多くの成果がもた

らされた．1つ目は膨大な生態学的データが集ま
り，保全地域や保全方法を考える重要な資料となっ
たことである．2つめは参加者の心への影響であ
る．魚を通した取り組みに参加することによって，
多くの人が川や田んぼ，琵琶湖など自然を身近なも
のに感じるようになった．3つめは社会的なつなが
りである．ネットワークを通じ多くの人のつながり
ができ，地域の拠点となるような団体もたくさん見
られるようになった． 
 今回はこの3つめの社会的な観点から，今滋賀に
できつつある各地の拠点を整理し，琵琶湖お魚ネッ
トワークの果たした役割について考察を試みたい． 
 
 
青森県尻屋崎砂防林と札幌農学校 

若菜 博（室蘭工業大学） 
  
 下北半島尻屋崎一帯は藩政時代は森林が繁茂し豊
かな漁場を形成していたが，森林伐採による飛砂の
害のため漁獲量が減った。1911年に尻屋の三餘会
（漁師たちの青壮年会）を中心とした植林事業が始
まり，それは1935年の県営事業に引き継がれ，1940
年造林の一応の完成に至った。大正期の青森県での
「下北郡産業計画」には，「本郡東方太平洋に面す
る海岸一帯は，茫漠たる砂地なるも以て太平洋より
来る激烈なる潮風を防禦する為，此等一帯の地に植
林を為し，魚附林となすと同時に，気候の緩和を図
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2008年度夏季研究会 第二報 
「夏の北海道 知床の旅」 

 
 2008年夏の現地研究会は上記の題目で実施します。概要は以下の通りです。詳細については改め
て次のニューズレターに掲載しますが、皆様、是非、夏の予定にお入れいただき、大勢の方が参加さ
れることを期待しています。質問等がありましたら、担当の伊藤までご連絡ください。 
 

 テーマ ： 世界遺産知床の今を考える 
 

 日 程 ： 2008年8月25日（月）～27日（水） 
 
 【概要】世界遺産である知床における環境保全の現況を知るなかで、人と自然の関わり合いに 
     ついて考えます。二泊三日の短い旅ですが、夏の知床を十分満喫できるよう、現在、 
     内容を鋭意検討中です。せっかくの東北海道ですので、網走周辺の観光スポットも落 
     とすことなく組み込みたいですね。ツアーとしましては、関西発のツアーを前提とし、 
     それ以外の地域から直接現地入りされる人については、現地での宿泊・移動をお世話 
     させていただく予定です。 
 
                      担当：伊藤達也（法政大学） tito@hosei.ac.jp 

２００７年度 冬季研究会 
 「流域ガバナンスと市民社会ー琵琶湖・淀川流域から考えるー」報告 

                       秋山道雄（滋賀県立大学） 

 2007年度の冬季研究会は、2008年3月8日（土）午後
１時30分からキャンパスプラザ京都（京都市）で開か
れた。今回のテーマは、「流域ガバナンスと市民社
会－琵琶湖・淀川流域から考える－」である。本会で
は、1997年に河川法が改正され、新たに河川環境の整
備や住民参加が加わったのを受け、これが今後の河
川政策で果たす役割や河川の利用と保全に寄与する
可能性をめぐって、大会や研究会等で幾度か議論を
重ねてきた。 
 一方、河川法の改正がもつ可能性について、その具
体化を先行的に進めてきたのが淀川流域であった。
2001年における淀川水系流域委員会の発足とその後
の議論の過程、さらに2003年に委員会が出した原則
としてダムを建設しないという提言などによって、
淀川流域をめぐる問題はこうした課題に関心を抱く
人々の注目を集めてきた。本会では、淀川水系流域委
員会が発足した後、これに直接関わる議論は行なっ
てこなかったが、2007年度末をもって委員会の活動
が終了に向かうという時期に合わせて、淀川流域を
めぐる問題を流域ガバナンスという観点から検討し

ていくこととした。 
 スケジュールは、まずこの委員会の第１期から第
３期まで委員を務めてこられた滋賀大学環境総合研
究センター教授の中村正久氏が「淀川水系における
上下流関係と河川整備計画の策定ー環境の目的化を
めぐる社会的合意形成の課題ー」と題した基調講演
を行なった後、①利水の視点から大阪府立大学名誉
教授の荻野芳彦氏が、②法・制度の視点から立命館大
学法学部教授の安本典夫氏が、③市民の視点からフ
リージャーナリストの奥野哲士氏が、今回のテーマ
や基調講演に対してそれぞれコメントを行なった。
基調講演とコメントの概要は以下の通りである。 
 
基調講演：中村正久 
 今回の報告の骨子は、河川法に「環境」が入ったこ
とにより、河川整備計画の原案が相応の理念の転換
を果たしているかどうかという点にある。河川整備
計画は、この改正された河川法に依拠しているが、
2007年の夏に出てきた淀川水系の河川整備計画原案
は、総じて水系の治水リスクを軽減させるという目



Page 5 NEWS LETTER   No.47 

的で策定されている。 
 環境については、事業が環境にあたえる影響を軽
減するための対策と、河川の形状や流水環境をなる
べく自然の状態に回復するための課題がある。しか
し、自然環境にマイナスの影響をあたえない計画の
あり方や、回復不能な環境への長期的影響の可能性
にどう対処すべきかといったことは、法律の条文で
は触れられていない。これは、委員会と河川管理者
（国交省）との間の認識の違いの大きなポイントの
ひとつになっている。淀川水系の場合は、原案策定の
前にそうした事項も含めて議論し、整備計画を策定
するときの参考として貰う必要があるということで
委員会が発足したという経緯がある。琵琶湖に注ぐ
姉川支流の高時川に計画された丹生ダムでは、これ
がずっと課題となっている。 
 淀川水系では、2001年に委員会が発足し、原案がで
たのが2007年なので、その間５～６年検討してきた
ことになる。第１期で中間とりまとめをやり、提言を
まとめた。ここには、環境、治水、利水について、そ
れぞれの関連をみながら、どうしたら良いかという
点に言及している。第２期になると、河川管理者はダ
ムに対する方針を出してきた。この「淀川水系５ダム
についての方針」についても、委員会はいろいろ議論
をして意見を出している。委員会からみて不十分な
点を検討した結果を、「琵琶湖水位管理をめぐる論点
と課題」、「事業中の５ダムに関し当面実施すべき施
策について」、「水需要管理の実現に向けて」、「住
民参加のさらなる進化へ向けて」というペーパーに
まとめて提出した。第２期の委員会が終わる直前に
は、「次期委員会への申送書」をまとめた。国交省が
委員会を中断したので、第３期委員会をつくる時に
は、こうした点を忘れてもらっては困るという点を
指摘している。 
 第１期にまとめた提言の内容は、４点ほどに概括
し得る。第１に、総合的判断にもとづき、自然と人間
の歴史を見据えた予防原則にもとづく川づくり、第
２に、各地域のもつ文化・風土・歴史的な価値や特性
を考慮し、流域全体・社会全体で対応する川づくり、
第３に、住民参加、第４に、計画アセスメントを通じ
た順応的な管理の反映、という事項である。河川環境
の理念ということでは、河川生態系の保全と回復を
究極の目標とし、「これ以上生物種を減少させない」
「人間生存に必須のものである生態系の機能をこれ
以上低下させない」という点を具体的な内容として
示した。環境に関しては以上のような内容であるが、
治水については、目的として「超過洪水と自然環境を
考慮した治水」と「地域特性に応じた治水安全度の確
保」という２点が目的として入っている。利水に関し
ては、水需要管理を理念として提示した。 
 一番問題となったのは、ダムのあり方である。ダム
は、自然環境に及ぼす影響が大きいので、原則として

建設しないとした。さらに、ダム以外に実行可能で有
効な方法がないということが客観的に認められて、
住民の社会的合意が得られた場合に限り建設すると
いうこととした。これは、第２期までは重く受けとめ
られて、河川整備計画に取り込もうということが
あったけれども、全国的に影響が大きすぎるという
こともあって、提言に対する批判が政治的にも行政
的にも出てきた。それが、その後の議論および第３期
の審議に影響を及ぼしているという状況である。他
方、提言の及ぼした影響としては、下流の利水者がダ
ムの建設から撤退するという動きがある。委員会の
活動はすべて情報公開されていたが、委員会の活動
が社会的に話題になると、大阪府や阪神水道企業団
は撤退するという方向を打出した。京都府、奈良県も
この方向の可能性を模索するというようになった。
こうした撤退の動きは、委員会の活動が社会的に知
られるようになって初めて出てきたものである。 
 ２番目に大きな話題となったのは、琵琶湖の水位
操作であった。1992年に新しい水位操作規則ができ、
それにもとづいた運用がされるようになると、６月
後半の魚類の産卵期に琵琶湖の沿岸域が干上がって
しまうという現象が生じるようになった。環境を目
的化したときに、利水、治水に対して環境をどう位置
づけるかという点で、環境のあり方をめぐる考察に
大きい影響を及ぼしている。 
 提言の出た後、河川管理者がつくった河川整備の
基礎案では提言の趣旨を反映しており、キーワード
として、環境については予防原則、治水については超
過洪水・流域対応、利水については水需要の減少を認
識するということが入っていた。ところが、2007年に
出た河川整備計画の原案では、環境に充分配慮する
けれども、それは事業を実施することを前提にした
配慮だということになった。さらに、上下流バランス
ということを強く打出している。上流と下流の治水
のリスクが今はアンバランスなので、それをならす
ために事業を行なうというものである。また、水需要
管理に関しては、ダムの建設と水利転用について問
題が生じている。これは、伊賀地域の水需要に対し
て、大阪市水道の水利権を転用する案件として新聞
に報道されているところである。もう一点、渇水時の
緊急水補給という問題がある。丹生ダムの建設をめ
ぐる議論は、異常渇水時の緊急水補給という目的の
ためにダムを作る必要があるかどうかという問題に
帰着する。 
 こうした問題について、環境が目的化された意味
との関連でいうと、環境に対する長期的、広域的、不
可逆的な負の影響を、事業実施の是非の判断に反映
すべきだという論点が登場する。委員会は今大詰め
を迎えているが、当面している課題の概要を紹介し
た。 
 



Page 6 NEWS LETTER   No.47 

コメント① 利水の視点から：荻野芳彦 
 まずパラダイムシフトについて触れたい。河川や
流域に関わる要素の部分をとり挙げただけでは全体
は見えない。どこまでを統合するかということが課
題となるが、そこに流域ガバナンスが関わってくる。
行政区域ごとに河川の管理者が変わっていると、流
域全体の問題に対処できない。水利権もまた然りで
ある。1964年の河川法改正では、それに関連して水系
一貫管理という考え方が出てきた。しかし、現実には
河川について大臣が管理する大臣区間と、知事が管
理する指定区間に仕分けをしている。こうした仕組
みが、現在、河川管理にいろいろな影響を与えてい
る。 
 「水需要管理の実現に向けて」という意見書では、
水需要の抑制、節水を提起したけれども、これは水道
事業者にとっては収入のダウンにつながる内容でも
ある。環境と利水の関係を考えると、節水によって生
み出された水を河川に戻し、自然生態系のために使
うということになれば、その費用を負担して貰いた
いという要求が出てくることになる。そのため、費用
負担を考慮しないと目指す方向にいかないのではな
いかという問題がある。 
 流域委員会では、2006年まではかなり自由な雰囲
気で議論してきたが、2007年に原案が出てきてから、
それまでとは雰囲気の変わった委員会になったとい
う印象がある。2007年に出た原案のように進むとす
れば、流域委員会が提言の中で述べた内容が原案に
反映されないままになってしまう。 
 こうした問題を考える例として、丹生ダムと川上
ダムをとりあげてみたい。丹生ダムは、本来、治水と
利水が加わった多目的ダムであった。ところが、利水
者がすべて降りてしまったので治水専用ダムになっ
たという経緯がある。治水専用の穴あきダムとした
のだが、そこに登場したのが異常渇水時の緊急補給
水7000万トンを貯留するという計画であった。これ
のもつ意味を考えるためには、琵琶湖総合開発を視
野に入れる必要がある。この開発計画で40トンの水
利権設定に対してBSLマイナス２メートルにすると
いう旧建設省の案とBSLマイナス1.5メートルまでし
か水位低下を認めないという滋賀県の主張とがあっ
たが、妥協案として40トンの水資源開発で水位低下
は1.5メートルということになった。ただし、異常渇
水時には1.5メートルよりも下がることがあり得る
ということで、水位低下の補償工事は、マイナス２
メートルに対応させて実施している。したがって、マ
イナス1.5メートルからマイナス２メートルまでが
異常渇水時に対応する貯水量であって、丹生ダムに
異常渇水時の対策用ダムを作るのはおかしいという
のが委員会の見解である。 
 川上ダムについては、維持流量0.74トン、渇水流量
0.68トンという数字が先日発表された。渇水流量よ

りも維持流量のほうが大きいというのは、通常はあ
り得ない。それについて聞くと、これは川上ダムがで
きたときの数字であって、0.74トンと0.68トンの差を
不特定利水として三重県に持って貰い、新規利水0.3
トンは伊賀市の水道が負担することになる、という
ことであった。三重県も伊賀氏も余計な費用負担に
なるのだが、この構造に対する理解が及んでいない
という印象を受ける。伊賀市の水道がダム建設で新
規利水の水利権を得るよりも、水の余っている大阪
市から水利権を委譲して貰えばコストは安くてすむ
という委員会の提案に対して、現状は不可解な動き
が続いている。 
 流域ガバナンスの望ましい方向に対して、具体的
に展開しているのはむしろ逆向きの動きであるとい
うのが現状なので、流域ガバナンスに対する議論は
さらに深める必要がある。 
 
コメント② 法・制度の視点から：安本典夫 
 流域ガバナンスを法・制度の面から考える時に、私
もパラダイムシフトに言及しておきたい。これまで
の公益は、国家によって担われるという理解があっ
た。そして、国民の代表が同意をした範囲内でのみ、
国家は権力を行使することができるという考え方で
あった。行政権力というのも公権力のうちのひとつ
であるが、ある行政組織が自分に与えられている権
限を超えて、勝手に使うことは認められないという
形で、行政組織ごとに任務と権限を分けていた。そし
て、個別の法律によって与えられた任務の範囲内で、
その行政権力を行使すべきであって、それをみだり
に逸脱することは許されないし、またその法律に
よって与えられた権力を、違う目的のために行使す
ることもあってはならないという考え方が近代市民
社会のパラダイムであった。 
 こうしたパラダイムについて、それでいいのかと
いう問題が提起されるようになってきた。たとえば、
社会のなかで市場原理にもとづいた競争を行うこと
によって、資源がもっとも有効に配分されるという
公益が実現されるといった考え方である。あるいは、
市場原理とは異なる方法をもってパラダイムの転換
を進めていこうとする考え方が出てきた。 
 河川に関しては、従来のような河川法にもとづく
利水、治水というものの扱いをしていると、利水や治
水という目的すら達することができないということ
で転換が迫られるようになった。いずれにしろ、そこ
では対象が包括的になってきたということがある。
水については、治水、利水、環境という面から考えて
いく必要が出てきたし、空間的な広がりも水域だけ
でなく陸域も含めて考えなければならなくなってき
た。活動主体に関しても、従来の水利用者だけでな
く、レクリェーション的な利用者とか、保全活動に取
り組む人々などが、積極的にかつ自主的に取り組ん
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でいく中で、その目的を達することができるという
ことになってきた。意思決定についても、変化が生じ
ている。従来は公益を具体的に決定するのは行政組
織であるという理解があったが、今日では果たして
行政組織だけで公益が具体化できるのかという問題
が提起されている。そういうなかで、流域ガバナンス
という考え方も登場することになった。 
 こうした流域ガバナンスに見られる包括性、多様
性といったものは、流域ガバナンスの領域だけでな
く、環境政策、都市政策、産業政策の分野でも登場し
ている。 
 では、流域ガバナンスをどういったイメージで捉
えたら良いのかというと、ある役所が流域問題を包
括的、総合的に対応していくという形で捉えるのは
誤りではないか、という考え方がひとつある。そうで
はなくて、河川の計画を考える時に、もう少し広がり
をもって考えようとか、多様な主体を入れて計画を
立てようといった具合に、個別の案件ごとに総合性、
多様性を考え、多様な主体を取り込んで考えていく
という、発想の方向性を示すものが流域ガバナンス
の考え方だというのがひとつあり得る。そのような
多様な議論があちこちにできるということが、流域
ガバナンスという考え方の一つの制度的な目標では
あるまいかという考え方である。 
 それに対して、総合的、包括的にそれぞれの問題を
議論するために、議論する場をあちこちに作るだけ
ではなくて、流域について責任をもって考える場、包
括的な多様な参加者によって担われる場を考え、そ
れによって健全な水循環を実現可能なものにすると
いう考え方がある。もう一歩踏み込んでいかないと
現実の政策にはならないし、そういう方向を具体的
に設定していく形で考えるべきだろうという考え方
が、もう一方にある。 
 私自身は、淀川水系流域委員会は後者の考え方の
萌芽的な姿ではないかとみている。流域単位に一定
の組織を構成して、そこで流域にかかわる政策を統
一的に議論し、形成していく。多様な人々が関わっ
て、流域に関する社会的な合意を形成していく中心
的な担い手ないし場になっているという印象があ
る。 
 流域の問題を総合的に考えていく機構を、ここで
は仮に流域管理機構とよんでおくと、これが機能す
るためには、まず第１に流域ごとの分権化がなけれ
ばならないだろう。従来のような中央省庁で、全国を
統一的に管理するということにはならないだろう。
分権化がなぜ出てくるかというと、たとえば水質で
は環境省が関わり、河川管理では国交省が関わり、上
水道では厚労省が関わり、農業用水では農水省が関
わり、工業用水、水力発電では経産省が関わる。これ
を国のレベルで統一的に考えるという組織は、おそ
らくありえないし、あってはならないだろう。 各省

庁でセクションごとにやらざるを得ないし、それを
統一するとかえって弊害が出てくるのを、どういう
形で統合できるかというと、地方自治体のレベルで
具体的な問題に則して総合的に考えることができ
る。地域に則して具体的なところで総合化できると
いうのが、地方自治体のレゾンデートルであった。 
 第２に、多様な主体が関わることが必要になる。住
民、環境団体、水利用主体、地方自治体、国などさま
ざまな主体がある。 
 第３には、従来の縦割りに限定されないで、問題を
包括的に考えていく。そしてその場合に、多様な活動
内容、活動手法が考えられなければならない。自分た
ちで環境問題を考えていこうという地元の団体が、
自分たちの任意でやっていくときに、任意でやって
いくための条件を確保することを求めて流域管理機
構のなかで発言し、一定の結論を見出していく。これ
が望まれるる姿ではないか。 
 流域ごとにガバナンスを考えるといっても、規模
の大小があるので、顔の見える小流域でまずガバナ
ンスを確立し、次に大流域を考えていってはどうだ
ろうか。その場合には、流域が行政界を超えるので、
地方自治体と流域管理機構の関連について考慮する
必要が出てくる。都道府県を超える流域の場合には、
小流域のガバナンスとは違った形で考えざるをえな
いだろう。都道府県のなかですむものについては、基
本的に都道府県を管理主体として位置づけたらよい
のではないか。 
 管理主体について、これまでは河川法に関わる点
について述べたが、もう一つ大きいものとしては森
林法がある。さらに、湖沼法、農振法、農地法、都市
計画法等々が登場してくることになるが、流域管理
というなかで、どこまで含めて議論するのか。流域管
理機構で多様な主体が一緒に議論しましょうという
ときに、議論できるのかという問題がある。淀川水系
流域委員会についていうと、一応原則を出すところ
まではいいのだけれども、原則を踏み越えて具体的
なところまで詰めていく作業を、どこまでやるのか
という問題がある。流域ガバナンスという形でひと
くくりにすると、そこの問題にぶつかっていくので
はないか。 
 もう一点。この流域委員会のなかに農業水利権者
が入っていない。そうした中で、一体何を議論し、何
を調整するのかという問題がある。淀川水系のレ
ビューの中で、河川管理者が、河川管理者の役割とこ
の委員会の役割は違うのだと書いている。河川管理
者の役割というのは、ここで出てきていないものた
とえば農業水利の関係者や洪水の被害者なども含め
て考えていくことだと言っている。そこが流域委員
会とは違うと強調してる。そうすると、この流域委員
会のなかで、そこも取り込んで議論していくところ
までいけるだろうか。流域ガバナンスという点で、ど
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こまで詰めて問題を考えていくことができるかが焦
点となる。あと、委員会での結論の扱いという課題が
ある。委員会によって出された結論を、河川管理者の
側とオープンな形で議論できる場をどう確保するか
という課題である。 
 
コメント③ 市民の視点から：奥野哲士 
 この流域委員会の大きい柱の一つになっているの
が住民参加なので、まずそこからコメントを始めた
い。住民から意見を聴取するという場合に、住民とは
誰なのかという問題が一つある。政府の審議会など
でも同じことだが、企業の経営者に対して、企業内労
働組合というよりももっと横断的な労働組合で、社
会問題に発言している労働組合がある。こういう社
会問題に関心をもっている労働組合を委員に入れ
る。それから、地方自治体の公務員の中には社会的活
動を積極的にやっている人や団体がいる。こういう
中からの参加も必要ではないか。さらに、淀川水系の
中間まとめが行なわれた後、大阪弁護士会からそれ
に対する意見書が出ている。こうした弁護士会から
も、ぜひ委員を選任して頂きたい。また、民間のシン
クタンクの中には、一生懸命住民と接触している研
究員がいる。こういうところからも、委員として登場
して貰って意見を聞いてはどうか。NPOについても、
同じことがいえるだろう。住民の団体として考慮し
なければならないのは、町内会や自治会である。私の
ような60代半ばの年代は、戦後教育の中で戦時中の
隣組制度のもつマイナス面の教育を受けてきたの
で、町内会や自治会についてゆがんだイメージを
もっている。しかし、我が国における住民組織のあり
方を考える時には、これを避けては通れないので、こ
の再構築についてきちんと議論すべき時がきたので
はないか。 
 第２点目として、阪神・淡路大震災から学ぶ教訓が
いろいろある。大震災が起きたときの救済活動にお
いて、近隣の地域の結びつきが重要だということで
その意義が見直されているが、一方、ビル街の企業間
で町内会のような組織が生まれている。災害の発生
時に被災したり、帰宅困難になった人々を会社人と
してサポートしようということで自治会のような組
織が生まれている。こうした動きも考慮に入れてい
きたい事柄である。 
 阪神・淡路大震災から学ぶもう一つの教訓は、ハ
ザードマップ作成である。一昔前なら、地価に影響す
るということで決して作られなかったであろうが、
震災を契機としてかなりの地方自治体でハザード
マップが作られるようになった。これは、地震だけで
なく、水害などにもあてはまる。治水問題を考える時
の一つの手がかりになる。 
 それから、地域の歴史あるいは地理を自分たちで
発掘して、学んでいこうという学習運動が神戸各地

で行なわれている。たとえば、地名を調べて、開発前
のその土地がどういう形状であったのかということ
を知る。こうした地域の勉強会も大事だろう。 
 もう一点、この震災から出てきた教訓は、「防災」
から「減災」への思想的転換である。いかに強固な建
造物といえども、壊れるときには壊れる。したがっ
て、これを前提として被害の最小化を図っていくと
いう考え方が出てきた。防災のために膨大な費用を
かけるのではなく、費用対効果を見ながら減災を考
えると、多額の構造物を作るという方向からの転換
ができるだろう。強化すべき堤防は強化するが、ある
場合には洪水を越流させて、被害を被った作物に対
しては経済的な補償をする。そのための新しい保険
制度を考えていくということも必要になってくるだ
ろう。地震保険について研究者が新しい研究成果を
発表しているが、これは水害について考える時にも
大いに参考となる。治水、利水にかかわらず、いろい
ろな選択肢が提示されていくと、国民も大きなもの
の考え方の転換をする契機となり得るのではない
か。 
 
座長所見 
 今回の研究会は、琵琶湖・淀川流域を対象として、
淀川水系流域委員会の活動とそこで出された問題
点、およびそれをめぐる周辺の状況について議論を
深めることを目的としていた。基調講演をされた中
村正久氏は、すでに触れたように当委員会の第１期
から第３期までの委員を務められた。コメンテー
ターの荻野芳彦氏は、同じく第１期・第２期の委員を
務めておられる。安本典夫氏は、行政法の専門家とし
て近畿圏における水や土地、都市などをめぐる具体
的な問題と関わってこられ、琵琶湖・淀川流域の問題
にも造詣が深い。奥野哲士氏は、ジャーナリストとし
て近畿圏を舞台にさまざまな取材活動を進めてこら
れ、琵琶湖・淀川流域についても、琵琶湖総合開発以
後の主要な事象の動向に通じておられる。 
 今回の講演者ならびにコメンテーターは、2001年
に淀川水系流域委員会が 発足する前から琵琶湖・淀
川流域に関する知見を蓄積してこられているので、
淀川水系流域委員会の活動とそこで出された問題点
を、より広い視野から吟味しつつ、委員会でふれられ
ることのなかった問題への言及もあって、委員会活
動を俯瞰し得る機会となった。 
 さらに、第３期委員会が当面している問題を、それ
ぞれの経験や知見をもとに検討され議論を展開して
おられるので、新聞報道等では知り得ない対象の把
握を可能にした。今後のあり方についても、一歩踏み
込んだ提案があり、研究者や実務家がこれらの問題
を考えていく際の手がかりを提供している。講演者
とコメンテーターを今回のような顔触れで実施した
ことの意義が、このあたりにあると実感された。 
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 講演とコメントの後、総合討論に移った。フロアー
からは、６名の方の質問と意見の表明があった。①河
川管理者による原案の内容がなぜ、委員会での議論
の流れと異なったのか、②河川整備計画の原案が出
る至る過程で、知事など政治家のリーダーシップは
見られなかったのか、③森林の管理について、都道府
県界で区切るのは不合理ではないか、④河川法の改
正によって環境が条文の中に入ったというけれど
も、実際には「環境」を都合良く使われているのでは
ないか、⑤河川法に環境という項目を入れただけで
は不十分で、水循環基本法とか水基本法といったも
のを生み出さないとパラダイムの転換にはならない
のではないか、⑥農業用水の需要は減少しているが、
水利権の見直しをしていないのが問題ではないか、
といった質問や意見が出された。いずれも掘り下げ
ていくとかなりの時間を要する問題であり、研究会

の当初予想していた通り、十分議論を深めることが
できないまま時間切れとなってしまった。残念なが
ら、紙幅の制約によりここでは質疑や意見とそれを
めぐる議論について詳しい報告ができないことをお
ことわりしておきたい。 
 フロアーからの質問や意見を議論するには十分と
はいえなかったにせよ、琵琶湖・淀川流域で現在大き
い問題となっている流域委員会の活動と提言をめぐ
る問題について主要な論点を把握する機会となり得
た。流域委員会は2007年度をもって終了する予定と
なっているが、冬季研究会の開かれた３月８日時点
ではまだその帰趨は明らかとなっていなかった。今
後の過程を注視しつつ、またいずれかの時点で今回
の続編を試みることとしたい。 

 
 

編集委員会から『水資源・環境研究20巻』誤植のお知らせ 
 
   

   皆様にお届けしました『水資源・環境研究20巻』に下記の誤りがありました。 
   謹んでお詫びし、訂正いたします。 
 
 

１ （裏表紙） 
  古井戸宏通先生の論文の英語表記 
 

      誤               正 
  ・ Evaluation       ?    Evolution 
  ・ “Eaux et Forests”     ?   “Eaux et Forêts” 
 
２ （裏表紙） 
  安本典夫先生の論文の英語表記 
 

      誤             正     
  ・ Conserning   ?    Concerning 
 
３ 古井戸宏通先生の論文 
  「フランス林政における『水と森林』の史的展開序説」 
 

                           誤               正 
       ・ 78ページ左段上から１行目 「Alenc?on」  ?    「Alençon」 
       ・ 81ページ左段上から８行目 「Franc?aise」  ?    「Française」 
       ・ 82ページ右段上から10行目 「Franc?aise」  ?    「Française」 
       ・ 83ページ右段上から30行目 「Franc?oise」  ?    「Françoise」 
       ・ 86ページ右段上から15行目 「Franc?aise」  ?    「Française」 



Page 10 NEWS LETTER   No.47 

■ 2007年度学会誌『水資源・環境研究 第20巻』が発行されました。  
 
■ 原稿募集！ 
  学会誌「水資源・環境研究」への投稿を募っております。次号の締め切りは、８月３１日です。 
  投稿規程や執筆要領は学会誌の巻末にあります。投稿希望の方は、学会誌巻末の原稿送付票を添えて 
  下記担当理事まで原稿をご送付下さい。 
  次号の内容をさらに充実させるべく、皆さまのご投稿をお待ちしております。 
  お問い合わせなども下記までご遠慮なく！ 
 

  □学会誌編集担当・事務局  野村 克巳 
     連絡先（自宅） 〒659-0012 芦屋市朝日ケ丘町8-7-610 
     電話＆ＦＡＸ：0797-34-4785  E-MAIL：k-nomzo@hi-ho.ne.jp 

 
■ 連絡先に変更はございませんか？ 
  所属先、連絡先等、変更がございましたら下記学会事務局までご連絡下さい。  

      
  □学会事務局 仁連 孝昭   
     〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500滋賀県立大学環境科学部内 
     電話：0749-28-8278  E-MAIL：niren@ses.usp.ac.jp   
 

■ 会費納入のお願い 
  前年度までの年会費のお振込がまだの方は、至急、納入をお願いいたします。  
  2008年度の年会費の振込用紙は、7月ごろお送りします。 

発行 ： 水資源・環境学会 
〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500 滋賀県立大学環境科学部内 

電話  0749-28-8278  Fax  0749-28-8348 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jawre 

学会事務局からの案内と連絡学会事務局からの案内と連絡学会事務局からの案内と連絡   

～新規加入会員案内～～新規加入会員案内～～新規加入会員案内～   

●個人会員 敬称略 

会  員 名 所   属 専 門 分 野 等 

 澤 義明 奈良大学地理学専攻 森林水文学、流域ガバナンス 

 波多野 英治 横浜国立大学国際社会科学研究科 国際水法、国際環境法、資源管理政策 

 原 雄一 京都学園大学バイオ環境学部バイオ環境デザイン学科 流域管理、流域診断 


